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　人事労務管理は社員の雇用や働き方だけでなく、経営にも直結する重要な仕事ですが、制度に慣れてい
ない人には聞き慣れないような専門用語や、概念的でわかりにくい内容がたくさんあります。そこで本連
載では、人事部門に初めて配属になった方はもちろん、ある程度経験を積んだ方も、担当者なら押さえて
おきたい人事労務関連の基本知識や用語についてわかりやすく解説します。
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第30回

終
身
雇
用
は
制
度
で
な
く〝
慣
行
〞で
あ
る

今
回
は
終
身
雇
用
に
つ
い
て
取
り
上
げ
ま
す
。

通
常
は
読
ん
で
字
の
ご
と
く
の
用
語
が
多
い
で
す

が
、
終
身
雇
用
に
つ
い
て
は
注
意
が
必
要
で
す
。
終
身

と
は
本
来
「
命
を
終
え
る
ま
で
の
間
」（
デ
ジ
タ
ル
大

辞
林
）
を
さ
し
ま
す
が
、
多
く
の
企
業
で
は
定
年
退
職

な
ど
に
よ
り
一
定
年
齢
で
雇
用
関
係
を
終
了
さ
せ
、
従

業
員
が
生
涯
に
わ
た
り
雇
用
さ
れ
続
け
る
こ
と
は
一
般

的
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
終
身
雇
用
は
〝
制
度
〞

と
し
て
表
現
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
法
律
上
も

会
社
の
就
業
規
則
上
も
生
涯
に
わ
た
り
雇
用
を
保
証
す

る
ル
ー
ル
を
設
け
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。〝
終
身
〞

も
〝
制
度
〞
も
大
げ
さ
な
表
現
で
、終
身
雇
用
と
は
「
同

一
企
業
で
の
長
期
的
な
雇
用
〝
慣
行
〞」
と
い
う
の
が

本
来
意
図
す
る
こ
と
に
近
い
表
現
と
い
え
ま
す
。

終
身
雇
用
と
い
う
用
語
で
す
が
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ア

ベ
グ
レ
ン
と
い
う
経
営
学
者
が『
日
本
の
経
営（
邦
訳
）』

の
な
か
で
「
日
本
の
経
営
の
大
き
な
特
徴
の
一
つ
と
し

てlife-tim
e com

m
itm
ent

（
終
身
雇
用
）
が
あ
る
」

と
指
摘
し
た
こ
と
が
由
来
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
本
書

で
は
こ
の
ほ
か
に
日
本
の
経
営
の
特
徴
と
し
て
「
企
業

内
労
働
組
合
（
本
連
載
２
０
２
２〈
令
和
４
〉
年
９
月

号
掲
載
）※
」と「
年
功
序
列
（
次
回
解
説
予
定
）」を
あ

げ
て
お
り
、
こ
れ
ら
三
つ
の
特
徴
は
ま
と
め
て
日
本
的

経
営
の
三
種
の
神
器
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

終
身
雇
用
の
歴
史
は
長
く
な
い

終
身
雇
用
の
慣
行
の
成
り
立
ち
に
つ
い
て
は
諸
説
あ

り
ま
す
が
、
太
平
洋
戦
争
前
後
が
起
点
に
な
る
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。
か
つ
て
は
工
場
の
労
働
者
を
中
心
に
賃

金
の
高
い
企
業
に
移
動
す
る
な
ど
比
較
的
転
職
が
多
い

労
働
環
境
に
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
１
９
３
８（
昭

和
13
）年
に
戦
争
遂
行
の
た
め
国
内
す
べ
て
の
人
的
資

源
・
物
的
資
源
を
国
家
が
管
理
・
統
制
で
き
る
国
家
総

動
員
法
の
成
立
を
皮
切
り
に
、
軍
需
産
業
に
従
事
す
る

労
働
者
の
転
職
が
制
限
さ
れ
、
１
９
４
０
年
に
は
「
従

業
者
移
動
防
止
令
」
に
よ
り
労
働
者
の
転
職
が
制
限
さ

れ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。
そ
の
一
方
で
、
労
働
者
の
意

欲
向
上
に
向
け
、
昇
給
や
退
職
金
、
福
利
厚
生
な
ど
の

充
実
が
図
ら
れ
て
い
き
ま
す
。
終
戦
後
、
移
動
の
制
限

は
な
く
な
り
ま
す
が
、
主
に
三
つ
の
要
因
に
よ
り
雇
用

の
長
期
化
が
進
ん
で
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

一
つ
目
は
、
戦
後
復
興
期（
１
９
４
５
年
ご
ろ
〜
）

労
働
力
の
供
給
過
剰
に
よ
り
大
量
解
雇
が
発
生
し
た
こ

と
に
対
し
て
労
働
組
合
が
雇
用
の
安
定
を
求
め
た
こ
と

で
す
。
二
つ
目
は
、
高
度
経
済
成
長
期
（
１
９
５
５
年

ご
ろ
〜
）
の
労
働
力
の
需
要
ひ
っ
迫
に
よ
り
、
社
員
を

長
期
的
に
雇
用
し
業
務
遂
行
能
力
を
高
め
、
ジ
ョ
ブ

ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
り
さ
ま
ざ
ま
な
仕
事
を
覚
え
さ

「終身雇用」

※　本連載の過去の記事は当機構ホームページでご覧いただけます。https://www.jeed.go.jp/elderly/data/elder/202209.html
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せ
る
こ
と
で
、
人
手
が
不
足
し
て
い
る
部
分
を
補
お
う

と
し
た
こ
と
で
す
。
三
つ
目
は
、オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク（
１

９
７
３
年
ご
ろ
〜
）の
経
済
悪
化
に
よ
る
大
量
解
雇
に

対
し
て
、
法
律
で
は
解
雇
は
認
め
ら
れ
る
も
の
の
実
質

的
に
は
企
業
の
解
雇
権
を
規
制
す
る
解
雇
権
濫
用
法
理

が
確
立
し
て
い
っ
た
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
労
働
力
の
供

給
過
剰
・
需
要
ひ
っ
迫
と
い
う
反
対
の
事
象
を
経
な
が

ら
も
長
期
雇
用
の
慣
行
が
成
立
し
て
き
た
と
こ
ろ
が

少
々
興
味
深
い
点
で
も
あ
り
ま
す
。

全
労
働
者
が
終
身
雇
用
に

当
て
は
ま
る
わ
け
で
は
な
い

　
と
は
い
え
、
実
際
に
は
転
職
経
験
者
が
い
る
な
か
で

終
身
雇
用
は
ど
こ
ま
で
本
当
な
の
か
と
い
う
素
朴
な
疑

問
が
出
て
く
る
か
と
思
い
ま
す
。こ
れ
に
つ
い
て
は『
我

が
国
の
構
造
問
題
・
雇
用
慣
行
等
に
つ
い
て
』（
２
０

１
８〈
平
成
30
〉年
厚
生
労
働
省
職
業
安
定
局
）
と
い

う
資
料
に
「
生
え
抜
き
社
員
割
合
の
推
移
」
と
い
う
グ

ラ
フ
が
あ
り
実
態
が
把
握
で
き
ま
す
。
若
年
期
に
入
社

し
て
そ
の
ま
ま
同
一
企
業
に
勤
め
続
け
る
者
を
生
え
抜

き
社
員
と
し
て
い
ま
す
が
、
そ
の
割
合
は
２
０
１
６
年

に
は
大
卒
正
社
員
５
割
、
高
卒
正
社
員
３
割
程
度
と

な
っ
て
い
ま
す
。
産
業
別
に
見
る
と
金
融
業
・
保
険
業

が
８
割
近
く
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
医
療
・
福
祉
と
宿

泊・飲
食
業
は
４
割
程
度
と
大
き
な
開
き
が
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
終
身
雇
用
は
日
本
経
営
の
特
徴
と
い
わ
れ
て

い
る
こ
と
に
つ
い
て
先
述
し
ま
し
た
が
、
国
際
比
較
の

デ
ー
タ
を
見
る
と
違
っ
た
側
面
も
見
え
て
き
ま
す
。

『
デ
ー
タ
ブ
ッ
ク
国
際
労
働
比
較
２
０
２
２
』（
独
立
行

政
法
人
労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
）の
勤
続
年
数
別

雇
用
者
割
合
を
参
照
す
る
と
、
勤
続
年
数
10
年
以
上
の

雇
用
者
割
合
は
日
本
が
45
・
７
％
の
一
方
で
、
イ
タ
リ

ア
50
・
９
％・
フ
ラ
ン
ス
44
・
５
％・
ス
ペ
イ
ン
44
・
０
％・

ド
イ
ツ
40
・
６
％
と
い
う
数
値
が
並
ん
で
い
ま
す
。

28
・
０
％
の
ア
メ
リ
カ
と
比
較
す
る
と
長
期
雇
用
の
傾

向
が
日
本
は
強
い
と
い
え
ま
す
が
、
大
陸
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

諸
国
と
比
較
す
る
と
必
ず
し
も
長
期
雇
用
は
日
本
に
か

ぎ
っ
た
特
徴
と
ま
で
は
い
え
な
さ
そ
う
で
す
。

終
身
雇
用
の
今
後
は
不
透
明

　
終
身
雇
用
対
象
者
の
実
態
は
半
数
程
度
と
し
て
も
、

終
身
雇
用
へ
の
問
題
提
起
は
近
年
多
く
な
さ
れ
て
い
ま

す
。例

え
ば
、
２
０
１
９
年
５
月
、
一
般
社
団
法
人
日
本

経
済
団
体
連
合
会
の
中な

か

西に
し

宏ひ
ろ

明あ
き

会
長（
当
時
）は
定
例

記
者
会
見
で
「
働
き
手
の
就
労
期
間
の
延
長
が
見
込
ま

れ
る
な
か
で
、
終
身
雇
用
を
前
提
に
企
業
運
営
、
事
業

活
動
を
考
え
る
に
は
限
界
が
き
て
い
る
」
と
述
べ
、
同

月
に
は
ト
ヨ
タ
自
動
車
株
式
会
社
の
豊と

よ

田だ

章あ
き

男お

社
長
が

日
本
自
動
車
工
業
会
の
会
長
会
見
で
「
雇
用
を
続
け
る

企
業
な
ど
へ
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
も
う
少
し
出
て
こ

な
い
と
、
終
身
雇
用
を
守
る
の
は
む
ず
か
し
い
局
面
に

入
っ
て
き
た
」
と
述
べ
て
話
題
に
な
り
ま
し
た
。

　
ま
た
、
官
の
側
か
ら
も
、
終
身
雇
用
か
ら
の
脱
却
を

目
ざ
す
提
言
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
経
済
産
業
省
が
産

業
構
造
の
転
換
を
見
据
え
た
人
材
政
策
に
つ
い
て
ま
と

め
た
『
未
来
人
材
ビ
ジ
ョ
ン
』（
２
０
２
２
年
５
月
）

で
は
、
長
期
雇
用
に
つ
い
て
、
右
肩
上
が
り
の
経
済
成

長
の
も
と
で
の
長
期
的
な
視
点
の
人
材
育
成
・
組
織
の

一
体
感
の
醸
成
・
企
業
特
殊
能
力
の
蓄
積
へ
の
寄
与
は

あ
っ
た
も
の
の
、
今
後
は
就
業
期
間
の
長
期
化
や
経
済

成
長
に
お
け
る
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
重
要
性
等
の
観
点

か
ら
、
働
き
手
と
組
織
の
関
係
を
「
選
び
、
選
ば
れ
る
」

関
係
へ
と
変
化
さ
せ
、
新
卒
一
括
採
用
だ
け
で
は
な
い

多
様
な
複
線
化
さ
れ
た
採
用
の
入
り
口
を
増
や
し
て
い

く
方
向
へ
転
換
す
る
重
要
性
が
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
し
か
し
、
労
働
者
側
の
意
識
は
異
な
る
と
想
定
さ
れ

ま
す
。
パ
ー
ソ
ル
総
合
研
究
所
が
実
施
し
た
「
働
く

１
０
０
０
０
人
の
就
業
・
成
長
定
点
調
査
２
０
２
２
」

で
は
、
転
職
意
向
に
つ
い
て
、
２
０
２
２
年
時
点
で
20

―
24
歳
の
回
答
が
も
っ
と
も
多
く
44
％
、
も
っ
と
も
少

な
い
の
が
40
代
で
21
％
、
２
０
１
７
年
か
ら
の
毎
年
の

推
移
を
見
て
も
30
代
が
右
肩
上
が
り
（
２
０
１
７
年

29
％
、
２
０
２
２
年
35
％
）
の
傾
向
が
あ
る
以
外
は
、

特
筆
す
べ
き
傾
向
は
な
い
状
態
で
す
。

＊　
＊　
＊　
＊　

次
回
は
、「
年
功
序
列
」
に
つ
い
て
解
説
し
ま
す
。




